
 

「令和８年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」企画提案仕様書 
 
１ 業務名称 
 「令和８年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託 

 
２ 適用範囲 

本仕様書は、千葉県が発注を予定している「令和８年度千葉県在宅医療・介護連携

推進事業に係る職員研修」業務委託の企画提案募集及び委託する場合において適用さ

れる主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託候補者と

協議の上、別途作成する。 
 
３ 業務の目的・概要 

地域における切れ目のない在宅医療と介護の提供体制構築を目指し、市町村におけ

る現状把握及び課題分析に対する支援として、「データベース作成と分析支援」を行う

とともに、在宅医療・介護連携推進事業に関わる市町村職員及びコーディネーター、

医療・介護専門職等、関係者の人材育成を行う。実施にあたっては、「在宅医療・介護

連携推進事業の手引き Ver.４」「在宅医療・介護連携の推進に向けた指標の考え方手

引き」「在宅医療・介護連携の推進に係るコーディネーターの活用ハンドブック」等を

考慮した内容とする。 
 
４ 委託業務の内容 
（１）データベースの作成と分析支援の実施 

 「在宅医療・介護連携の推進に向けた指標の考え方手引き」等を踏まえ、地

域における在宅医療・介護連携の現状把握・課題分析に対する支援として、在

宅医療等に関するデータベース（地域別）を作成するとともに、データを活用

した分析に資する情報提供等の支援を実施する。 
 

（２）研修の実施 
ア 受講者の募集及び決定に関すること 

    受講者の募集については、研修開催日の１か月以上前に行い、定員数に応じて、

受講者を決定すること。なお、受講者募集の周知については県が行うこととする。 

イ 研修の実施に関すること 

（ア） 実施回数・定員について 

半日～１日程度の研修をテーマごとに計５回、各回１００名程度で実施する。 

※ 委託限度額内での開催回数、定員の変更可。 

 



 

（イ） 受講対象者 

以下 a～c に該当するものを対象とする。 

a  在宅医療・介護連携の市町村事業担当者及びコーディネーター 

b  在宅医療・在宅介護に関わる専門職 

c  県が適当と認める者 

    （ウ）実施場所・方法 

参集型で開催する場合の研修会場は、利便性の良い場所とすること。 

また、在宅医療・在宅介護に関わる多様な専門職の参加ができるよう、講義

についてはオンデマンド配信等、より多くの対象へ情報や知識を届けられる

形を検討すること。 

    （エ）実施日について 

      令和８年１２月末までにすべて実施すること。なお、オンデマンド配信の

配信期間はその限りではない。 

ウ 研修の内容に関すること 

     研修については以下の内容を盛り込み、具体的な企画をすること。テーマに

よっては、事前課題や事例検討等を通して、実践的な学びとなるよう工夫をす

ること。 

【内容】 

   （ア）全県を対象とした研修 

a  総論 

多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築する

ために必要な基礎的知識を習得する研修 

（a）在宅医療・介護連携推進事業に関する施策動向 

    （b）在宅医療・介護連携の推進に向けた目指す姿の設定と課題整理 

    b  各論 

    （a）「在宅医療・介護連携推進事業」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」 

（b）「在宅医療・介護連携の推進に係るコーディネーター」の役割・活動 

（c）高齢者施設と協力医療機関の連携 

（d）在宅医療・介護連携に係る診療報酬・介護報酬 

   （イ）モデル地区を対象とした研修会・意見交換会 

     対象地区の選定にあたっては、在宅医療・介護連携の取組状況等を踏まえ、

地区医師会や県、市町村と協議の上決定する。テーマについては、市町村等の

課題や希望により設定し、地域における在宅医療・介護連携の取組や関係者、

市町村間の連携促進に資するものとすること。 

エ 研修の評価に関すること 

     参加した受講者を対象にアンケート調査を行うこと。 

 



 

５ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月１２日（金）まで 

 

６ 職員等 

  本業務を施行するに当たり、受託者は、千葉県の意図及び目的を十分理解した上で、

経験のある職員を配置し、かつ適切な人員を配置して、正確かつ丁寧にこれを行わな

ければならない。 

 

７ 業務の進め方 

 （１）受託者は、本業務の着手に当たり、千葉県に業務計画書を提出し、千葉県の   

承諾を受けるものとする。 

 （２）受託者は、業務の遂行に際して、千葉県と十分に協議するものとする。 

この際、千葉県からの指示があれば、千葉県の指定する場所において随時協議

に応じること。 

 （３）受託者は、業務の進捗状況について、千葉県に適宜報告するものとする。 

 

８ 業務の範囲及び監督 

 （１）受託者は、業務の遂行に当たり、当該契約に基づき、千葉県と常に密接な連絡

をとり、その指示及び監督を受けなければならない。 

 （２）受託者は、本業務の施行上疑義が生じた事項、仕様書に明記していない事項に

ついては、千葉県と協議を行い、その指示に従わなければならない。 

 

９ 報告 

  委託業務が完了したときは遅滞なく実績報告書を県に提出すること。 

 

１０ 再委託の禁止 

  原則として、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 

  ただし、本件業務の一部の再委託について書面により県の承諾を得たときはこの限

りではない。 

 

１１ 特記事項 

（１）研修の内容についてはあらかじめ県の承認を得ること。 
（２）個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守する

こと。 



 

個人情報等取扱特記事項 

第１ 基本的事項 

乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。 

 

第２ 事務従事者への周知及び監督 

（事務従事者への監督） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られ

るよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 

（事務従事者への周知） 

２ 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知さ

せるものとする。 

 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等

をみだりに他人に知らせてはならないこと 

 (2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等

を不当な目的に使用してはならないこと 

 

第３ 個人情報等の取扱い 

（収集の制限） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（漏えい、滅失及びき損の防止等） 

３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏

えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講

じる。 

（持ち出しの制限） 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、

個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等（以下「機器等」という。）を当該場

所以外に持ち出してはならない。 

（目的外利用及び提供の制限） 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のため

に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 

（複写又は複製の制限） 

６ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録

された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 

別記 



 

第４ 再委託の制限 

乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者に

その取扱いを委託してはならない。 

 

第５ 事故発生時における報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

第６ 情報システムを使用した処理 

 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項の

ほか、最高情報セキュリティ責任者（総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管

する千葉県情報セキュリティ対策基準（平成１４年３月１５日制定）５（１）アに規定

する職にある者をいう。）の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵

守する。 

 

第７ 機器等の返還等 

 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返

還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは､当該

方法によるものとする。 

 

第８ 甲の調査、指示等 

（調査、指示等） 

１ 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査する

ことができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要

な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 

（公表） 

２ 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護す

る上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生

状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 

 

第９ 契約の解除及び損害の賠償 

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損

害の賠償を請求することができる。 

(1) 乙又は乙の委託先（順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。）

の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき 

(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができな

いと認められるとき 

 


